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議案第７２号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて

 下記のことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の 

規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、 

承認を求める。

令和４年４月２８日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例の制定について
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（別紙）

専決第１１号 

専 決 処 分 書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のよう

に専決処分する。 

令和４年３月３１日

さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市市税条例等の一部を改正する条例

（さいたま市市税条例の一部改正）

第１条 さいたま市市税条例（平成１３年さいたま市条例第６７号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （固定資産課税台帳の閲覧の手数料）  （固定資産課税台帳の閲覧の手数料）

第８２条の２ 法第３８２条の２に規定する固定資

産課税台帳（同条第１項ただし書の規定による措

置を講じたものを含む。）の閲覧の手数料は、１

件につき３００円とする。ただし、法第４１６条

第３項又は第４１９条第８項の規定により公示し

た期間において納税義務者の閲覧に供する場合に

あっては、手数料を徴しない。

第８２条の２ 法第３８２条の２に規定する固定資

産課税台帳の閲覧の手数料は、１件につき３００

円とする。ただし、法第４１６条第３項又は第４

１９条第８項の規定により公示した期間において

納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数

料を徴しない。

２ ［略］ ２ ［略］

 （固定資産課税台帳に記載をされている事項の証

明書の交付手数料）

 （固定資産課税台帳に記載をされている事項の証

明書の交付手数料）

第８２条の３ 法第２０条の１０又は第３８２条の

３の規定に基づく固定資産課税台帳に記載をされ

ている事項の証明書（同条の証明書にあっては、

同条ただし書の規定による措置を講じたものを含

む。）の交付手数料は、証明書１件ごとに３００

円とする。

第８２条の３ 法第２０条の１０又は第３８２条の

３の規定に基づく固定資産課税台帳に記載をされ

ている事項の証明書の交付手数料は、証明書１件

ごとに３００円とする。

２ ［略］ ２ ［略］
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 附 則  附 則

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告）

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告）

第１９条 ［略］ 第１９条 ［略］

２～８ ［略］ ２～８ ［略］

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等

住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修等専有部

分について、これらの規定の適用を受けようとす

る者は、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損

失防止改修等専有部分に係る熱損失防止改修工事

等が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条第９項各

号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住

宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止

改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる

書類を添付して市長に提出しなければならない。

 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］

⑷ 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 ⑷ 熱損失防止改修工事が完了した年月日

⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附

則第１２条第３１項に規定する補助金等

⑸ 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則

第１２条第３１項に規定する補助金等

⑹ 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月

を経過した後に申告書を提出する場合には、３

月以内に提出することができなかった理由

⑹ 熱損失防止改修工事が完了した日から３月を

経過した後に申告書を提出する場合には、３月

以内に提出することができなかった理由

１０ ［略］ １０ ［略］

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特

定熱損失防止改修等住宅又は同条第５項に規定

する特定熱損失防止改修等住宅専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者は、

法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防

止改修工事等が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第１１項各号に掲げる書類を添付して市

長に提出しなければならない。

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特

定熱損失防止改修住宅又は同条第５項に規定す

る特定熱損失防止改修住宅専有部分について、

これらの規定の適用を受けようとする者は、法

附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止

改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第１１項各号に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。

 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］

 ⑷ 熱損失防止改修工事等が完了した年月日  ⑷ 熱損失防止改修工事が完了した年月日

 ⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附

則第１２条第３１項に規定する補助金等

 ⑸ 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則

第１２条第３１項に規定する補助金等

 ⑹ 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月

を経過した後に申告書を提出する場合には、３

月以内に提出することができなかった理由

 ⑹ 熱損失防止改修工事が完了した日から３月を

経過した後に申告書を提出する場合には、３月

以内に提出することができなかった理由

１２・１３ ［略］ １２・１３ ［略］

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の特例）

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の特例）

第２３条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等

の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定

資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当

第２３条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等

の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定

資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当
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該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて

得た額。以下この条において同じ。）に１００分

の５（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税

にあっては、１００分の２．５）を乗じて得た額

を加算した額（令和３年度分の固定資産税にあっ

ては、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額

）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。

）を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税

額とする。 

該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて

得た額。以下この条において同じ。）に１００分

の５を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分

の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税

の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３又は附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額（以下「宅地等調整固

定資産税額」という。）を超える場合には、当該

宅地等調整固定資産税額とする。 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の都市計画税の特例）

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の都市計画税の特例）

第４５条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等

に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等

の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第

７０２条の３の規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。）に１００分の５

（商業地等に係る令和４年度分の都市計画税にあ

っては、１００分の２．５）を乗じて得た額を加

算した額（令和３年度分の都市計画税にあっては、

前年度分の都市計画税の課税標準額）（当該宅地

等が当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等

であるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額（以下「宅地等調整都市計

画税額」という。）を超える場合には、当該宅地

等調整都市計画税額とする。 

第４５条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等

に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等

の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第

７０２条の３の規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。）に１００分の５

を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の都

市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課

税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３（第１８項を除く。

）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額（以

下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超え

る場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

２～５ ［略］ ２～５ ［略］

（さいたま市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例（令和２年さいたま市条例第３
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４号）の一部を次のように改正する。

  第２条中第４５条の改正を次のように改める。

 （法人の市民税の申告納付）  （法人の市民税の申告納付）

第４５条 市民税を申告納付する義務がある法人は、

法第３２１条の８第１項、第２項、第３１項、第

３４項及び第３５項の規定による申告書（第９項、

第１０項及び第１２項において「納税申告書」と

いう。）を、同条第１項、第２項、第３１項及び

第３５項の申告納付にあってはそれぞれこれらの

規定による納期限までに、同条第３４項の申告納

付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申

告に係る税金又は同条第１項後段及び第２項後段

の規定により提出があったものとみなされる申告

書に係る税金を施行規則第２２号の４様式による

納付書により納付しなければならない。

第４５条 市民税を申告納付する義務がある法人は、

法第３２１条の８第１項、第２項、第４項、第１

９項、第２２項及び第２３項の規定による申告書

（第１０項、第１１項及び第１３項において「納

税申告書」という。）を、同条第１項、第２項、

第４項、第１９項及び第２３項の申告納付にあっ

てはそれぞれこれらの規定による納期限までに、

同条第２２項の申告納付にあっては遅滞なく市長

に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１

項後段及び第３項の規定により提出があったもの

とみなされる申告書に係る税金を施行規則第２２

号の４様式による納付書により納付しなければな

らない。

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事

業所を有する法人（以下この条において「内国法

人」という。）が、租税特別措置法第６６条の７

第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合に

は、法第３２１条の８第３６項及び令第４８条の

１２の２に規定するところにより、控除すべき額

を前項の規定により申告納付すべき法人税割額か

ら控除する。

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事

業所を有する法人（以下この条において「内国法

人」という。）が、租税特別措置法第６６条の７

第５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項及

び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第

３２１条の８第２４項及び令第４８条の１２の２

に規定するところにより、控除すべき額を前項の

規定により申告納付すべき法人税割額から控除す

る。

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３

第３項及び第９項の規定の適用を受ける場合には、

法第３２１条の８第３７項及び令第４８条の１２

の３に規定するところにより、控除すべき額を第

１項の規定により申告納付すべき法人税割額から

控除する。

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３

第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３第４

項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、

法第３２１条の８第２５項及び令第４８条の１２

の３に規定するところにより、控除すべき額を第

１項の規定により申告納付すべき法人税割額から

控除する。

４ 内国法人又は外国法人が、法第３２１条の８第

３８項に規定する外国の法人税等を課された場合

には、同項及び令第４８条の１３に規定するとこ

ろにより、控除すべき額を第１項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除する。

４ 内国法人又は外国法人が、法第３２１条の８第

２６項に規定する外国の法人税等を課された場合

には、同項及び令第４８条の１３に規定するとこ

ろにより、控除すべき額を第１項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除する。

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告書（

同条第３３項の規定による申告書を含む。以下こ

の項において同じ。）に係る税金を納付する場合

には、当該税金に係る同条第１項、第２項又は第

３１項に規定する納期限（納期限の延長があった

ときは、その延長された納期限とする。第７項第

１号において同じ。）の翌日から納付の日までの

期間の日数に応じ、当該税額に年１４．６パーセ

ント（申告書を提出した日（同条第３５項の規定

の適用がある場合において、当該申告書がその提

出期限前に提出されたときは、当該提出期限）ま

での期間又はその期間の末日の翌日から１月を経

過する日までの期間については、年７．３パーセ

５ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（

同条第２１項の規定による申告書を含む。以下こ

の項において同じ。）に係る税金を納付する場合

には、当該税金に係る同条第１項、第２項、第４

項又は第１９項に規定する納期限（納期限の延長

があったときは、その延長された納期限とする。

第７項第１号において同じ。）の翌日から納付の

日までの期間の日数に応じ、当該税額に年１４.
６パーセント（申告書を提出した日（同条第２３

項の規定の適用がある場合において、当該申告書

がその提出期限前に提出されたときは、当該提出

期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から

１月を経過する日までの期間については、年７. 
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ント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して施行規則第２２号の４様式によ

る納付書により納付しなければならない。

３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して施行規則第２２号の４

様式による納付書により納付しなければならない。

６ 前項の場合において、法人が法第３２１条の８

第１項、第２項又は第３１項に規定する申告書を

提出した日（当該申告書がその提出期限前に提出

された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日

から１年を経過する日後に同条第３４項に規定す

る申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行

為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１

１第１項又は第３項の規定による更正があるべき

ことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、

当該１年を経過する日の翌日から当該申告書を提

出した日（法第３２１条の８第３５項の規定の適

用がある場合において、当該申告書がその提出期

限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限

）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間

から控除する。

６ 前項の場合において、法人が法第３２１条の８

第１項、第２項、第４項又は第１９項に規定する

申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限

前に提出された場合には、当該申告書の提出期限

）の翌日から１年を経過する日後に同条第２２項

に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他

不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２

１条の１１第１項又は第３項の規定による更正が

あるべきことを予知して当該申告書を提出した場

合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該

申告書を提出した日（法第３２１条の８第２３項

の規定の適用がある場合において、当該申告書が

その提出期限前に提出されたときは、当該申告書

の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎

となる期間から控除する。

７ 第５項の場合において、法第３２１条の８第３

４項に規定する申告書（以下この項において「修

正申告書」という。）の提出があったとき（当該

修正申告書に係る市民税について同条第１項、第

２項又は第３１項に規定する申告書（以下この項

において「当初申告書」という。）が提出されて

おり、かつ、当該当初申告書の提出により納付す

べき税額を減少させる更正（これに類するものを

含む。以下この項において「減額更正」という。

）があった後に、当該修正申告書が提出されたと

きに限る。）は、当該修正申告書の提出により納

付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付

金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの

部分に相当する税額に限る。）については、前項

の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その

他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３

２１条の１１第１項若しくは第３項の規定による

更正があるべきことを予知して提出した修正申告

書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項

に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期

間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間か

ら控除する。

７ 第５項の場合において、法第３２１条の８第２

２項に規定する申告書（以下この項において「修

正申告書」という。）の提出があったとき（当該

修正申告書に係る市民税について同条第１項、第

２項、第４項又は第１９項に規定する申告書（以

下この項において「当初申告書」という。）が提

出されており、かつ、当該当初申告書の提出によ

り納付すべき税額を減少させる更正（これに類す

るものを含む。以下この項において「減額更正」

という。）があった後に、当該修正申告書が提出

されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出

により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達す

るまでの部分に相当する税額に限る。）について

は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（

詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人

が法第３２１条の１１第１項若しくは第３項の規

定による更正があるべきことを予知して提出した

修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の

２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に

掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎とな

る期間から控除する。

⑴ ［略］  ⑴ ［略］

⑵ 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正

が、更正の請求に基づくもの（法人税に係る更

正によるものを除く。）である場合又は法人税

に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づく

ものに限る。）によるものである場合には、当

該減額更正の通知をした日の翌日から起算して

１年を経過する日）の翌日から当該修正申告書

を提出した日（法第３２１条の８第３５項の規

定の適用がある場合において、当該修正申告書

がその提出期限前に提出されたときは、当該修

⑵ 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正

が、更正の請求に基づくもの（法人税に係る更

正によるものを除く。）である場合又は法人税

に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づく

ものに限る。）によるものである場合には、当

該減額更正の通知をした日の翌日から起算して

１年を経過する日）の翌日から当該修正申告書

を提出した日（法第３２１条の８第２３項の規

定の適用がある場合において、当該修正申告書

がその提出期限前に提出されたときは、当該修
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正申告書の提出期限）までの期間 正申告書の提出期限）までの期間

８ ［略］ ８ ［略］

９ 法人税法第８１条の２２第１項の規定により法

人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同

法第８１条の２４第１項の規定の適用を受けてい

るものが、同条第４項の規定の適用を受ける場合

には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支

配関係（同法第２条第１２号の７の７に規定する

連結完全支配関係をいう。第４６条第３項及び第

４８条第４項において同じ。）がある連結子法人

（同法第２条第１２号の７に規定する連結子法人

をいう。第４６条第３項及び第４８条第４項にお

いて同じ。）（連結申告法人（同法第２条第１６

号に規定する連結申告法人をいう。第４８条第４

項において同じ。）に限る。）については、同法

第８１条の２４第４項の規定の適用に係る当該申

告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に

限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額

を課税標準として算定した法人税割額及びこれと

併せて納付すべき均等割額については、当該連結

法人税額について同法第８１条の２４第１項の規

定の適用がないものとみなして、第８条の規定を

適用することができる。

９ 法第３２１条の８第６２項に規定する特定法人

である内国法人は、第１項の規定により、納税申

告書により行うこととされている法人の市民税の

申告については、同項の規定にかかわらず、同条

第６２項及び施行規則に定めるところにより、納

税申告書に記載すべきものとされている事項（次

項及び第１１項において「申告書記載事項」とい

う。）を、法第７６２条第１号に規定する地方税

関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地

方税共同機構（第１１項において「機構」という。

）を経由して行う方法により市長に提供すること

により、行わなければならない。

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する特定法

人である内国法人は、第１項の規定により、納税

申告書により行うこととされている法人の市民税

の申告については、同項の規定にかかわらず、同

条第４２項及び施行規則に定めるところにより、

納税申告書に記載すべきものとされている事項（

次項及び第１２項において「申告書記載事項」と

いう。）を、法第７６２条第１号に規定する地方

税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、

地方税共同機構（第１２項において「機構」とい

う。）を経由して行う方法により市長に提供する

ことにより、行わなければならない。

１０ ［略］ １１ ［略］

１１ 第９項の規定により行われた同項の申告は、

申告書記載事項が法第７６２条第１号の機構の使

用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備

えられたファイルへの記録がされた時に同項に規

定する市長に到達したものとみなす。

１２ 第１０項の規定により行われた同項の申告は、

申告書記載事項が法第７６２条第１号の機構の使

用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備

えられたファイルへの記録がされた時に同項に規

定する市長に到達したものとみなす。

１２ 第９項の内国法人が、電気通信回線の故障、

災害その他の理由により地方税関係手続用電子情

報処理組織を使用することが困難であると認めら

れる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納

税申告書を提出することができると認められる場

合において、同項の規定を適用しないで納税申告

書を提出することについて市長の承認を受けたと

きは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申

告については、前３項の規定は、適用しない。法

人税法第７５条の５第２項の申請書を同項に規定

１３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、

災害その他の理由により地方税関係手続用電子情

報処理組織を使用することが困難であると認めら

れる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納

税申告書を提出することができると認められる場

合において、同項の規定を適用しないで納税申告

書を提出することについて市長の承認を受けたと

きは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申

告については、前３項の規定は、適用しない。法

人税法第７５条の４第２項の申請書を同項に規定
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する納税地の所轄税務署長に提出した第９項の内

国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該

税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載し

た施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期

限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該

提出期限までに、市長に提出した場合における当

該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告に

ついても、同様とする。

する納税地の所轄税務署長に提出した第１０項の

内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当

該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載

した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出

期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当

該提出期限までに、市長に提出した場合における

当該税務署長が指定する期間内に行う第１０項の

申告についても、同様とする。

１３ ［略］ １４ ［略］

１４ 第１２項の規定の適用を受けている内国法人

は、第９項の申告につき第１２項の規定の適用を

受けることをやめようとするときは、その旨その

他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長

に提出しなければならない。

１５ 第１３項の規定の適用を受けている内国法人

は、第１０項の申告につき第１３項の規定の適用

を受けることをやめようとするときは、その旨そ

の他施行規則で定める事項を記載した届出書を市

長に提出しなければならない。

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内国

法人につき、法第３２１条の８第７１項の処分又

は前項の届出書の提出があったときは、これらの

処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第

１２項前段の期間内に行う第９項の申告について

は、第１２項前段の規定は適用しない。ただし、

当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認

を受けたときは、この限りでない。

１６ 第１３項前段の規定の適用を受けている内国

法人につき、法第３２１条の８第５１項の処分又

は前項の届出書の提出があったときは、これらの

処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第

１３項前段の期間内に行う第１０項の申告につい

ては、第１３項前段の規定は適用しない。ただし、

当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認

を受けたときは、この限りでない。

１６ 第１２項後段の規定の適用を受けている内国

法人につき、第１４項の届出書の提出又は法人税

法第７５条の５第３項若しくは第６項の処分があ

ったときは、これらの届出書の提出又は処分があ

った日の翌日以後の第１２項後段の期間内に行う

第９項の申告については、第１２項後段の規定は

適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後

新たに同項後段の書類を提出したときは、この限

りでない。

１７ 第１３項後段の規定の適用を受けている内国

法人につき、第１５項の届出書の提出又は法人税

法第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８

１条の２４の３第２項において準用する場合を含

む。）の処分があったときは、これらの届出書の

提出又は処分があった日の翌日以後の第１３項後

段の期間内に行う第１０項の申告については、第

１３項後段の規定は適用しない。ただし、当該内

国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出

したときは、この限りでない。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公

布の日から施行する。

（固定資産税に係る経過措置）

第２条 第１条の規定による改正後のさいたま市市税条例（以下「改正後の条例」と

いう。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和４年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、令和３年度分までの固定資産税については、なお従前の例によ

る。

（都市計画税に係る経過措置）
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第３条 改正後の条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和４年度以後の年度分

の都市計画税について適用し、令和３年度分までの都市計画税については、なお従

前の例による。


